
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
二
号

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
八
十
六
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
健

康
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

胎
児
に
低
酸
素
状
態
が
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

イ

分
娩
監
視
装
置
が
示
す
情
報
に
異
常
が
認
め
ら
れ
た
も
の

ロ

出
生
し
た
者
の
ア
プ
ガ
ー
ス
コ
ア
一
分
値
が
三
点
以
下
で
あ
る
も
の

ハ

生
後
一
時
間
以
内
の
者
に
係
る
血
液
ガ
ス
分
析
に
お
け
る
水
素
イ
オ
ン
指
数
が
七
・
〇
未
満
で
あ
る
も
の


